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市立高校における長期留学プログラム制度構築・運営業務委託 業務説明資料  

 

本資料は、横浜市（以下「委託者」という。）が委託する「市立高校における長期留学プ

ログラム制度構築・運営業務委託」（以下「本業務」という。）について、その概要を定めた

ものである。 
 

１ 委託件名  

市立高校における長期留学プログラム制度構築・運営業務委託 

 

２ 履行期間  

契約の日から令和８年３月 31日まで 

 

３ 履行場所  

(1) 横浜市教育委員会事務局  

(2) 受託者が用意する作業場所 

（委託者は受託者が常駐可能な執務室等の準備をしないため、作業場所等は受託者で用意

すること。） 

(3) その他委託者が指定する場所 
 

４ 業務目的 

 多様な他者を尊重し共に課題を解決しようとする感性や、世界で議論できるコミュニケ

ーション能力を身に付けた「グローバル人材」の育成を目指す中で、もっと英語を学びたい、

留学をしてみたいと感じる生徒を増やす重要性が増している。 

「市立高校における長期留学プログラム」（以下「本プログラム」）では、様々な家庭環境

の子どもが通学する市立高校の生徒に対する長期留学の可能性の提供及び、留学から帰国

した子どもたちによる留学体験の発信を主たる目的としている。 

生徒・保護者における留学へのハードルとしては、未知の体験への不安や、外国語を使っ

たコミュニケーションの能力、金銭面及び安全面への懸念等が想定される。受託者は、本業

務において、受託者の知見をもとに制度設計を行うとともに、本事業における対象者（令和

７年度においては候補者）となった生徒（以下「留学生」という。）に対し、円滑なサポー

ト及び安全・安心な留学先のセッティング等を行うことによりプログラムの目的を達成す

るものとする。 

 

５ 業務範囲 

 (1) 本プログラム制度構築 

 (2) 本プログラム制度運用（本業務においては、令和７年度運用部分） 

・対象者の特定（募集、広報、申請受付、審査） 

・留学先の調整、確定 
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６ 業務内容 

【事業の概要】 

 本プログラムにおける事業の概要は、以下のとおりとする。 

ア 対象 令和８年度、横浜市立高等学校に在校見込みの生徒（募集時点における横浜市

立高等学校１年生及び２年生並びに横浜サイエンスフロンティア高校附属中

学校３年生及び南高校附属中学校３年生を想定） 

イ 期間 １年程度を想定 

ウ 留学 アメリカ合衆国又はカナダに在留し、当該国における正規の後期中等教育機関

又は高校生が在籍する市内の高校等が留学事業の派遣先として認める機関へ

定期的に通学する。 

エ 留学生人数 20人（アメリカ合衆国、カナダ※内訳は提案による）を想定 

オ 費用 渡航費、現地でのホームステイ費・授業料・医療保険などを本事業で負担する。

パスポートやビザ取得などにかかる諸経費については本人負担を予定。留学生

１人にかかる本事業負担経費は、アメリカ合衆国の場合は計 750万程度、カナ

ダの場合は計 450 万円程度（本業務において検討）を想定する。可能な限り、

留学生（保護者を含む。）と留学先等の金銭のやり取りが直接行われない手法を

検討すること。 
 

(1) 本プログラム制度構築・プロジェクト管理 

 本業務の目的を踏まえ、募集、広報、申請受付、審査、留学受け入れ先学校の選定・調

整、問合せ対応及び付随する必要な業務について、次項に記載する制度運営を見据え、委託

者と協議の上、本業務及び本プログラムの業務計画書案並びに本業務における事業全体（令

和８・９年度を含む。）の参考見積書を作成すること。また、当該業務計画書に基づく運営

及び進捗管理を実施すること。なお、委託者との協議により、運用及びスケジュール等に修

正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに修正計画を策定する。 

【本プログラムスケジュールイメージ※詳細は提案による】 

令和７年（2025年） 

・８～９月     募集案内 

・10 月   募集開始、選考 

・11 月～12月  留学先調整  

            ＝希望調査 ⇒ 留学先決定 ⇒ 出願 

 

令和８年（2026年） 

・1 月～2月  留学前プログラム  

※留学手続き関連の説明会 

・５月～  補助金申請、交付決定 

・７月～令和９年６月 留学支援 
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令和９年（2027年） 

・８月以降  留学後プログラム・留学フォーラム（留学生登壇） 
 

(2) 想定する運営制度 

 想定する運営制度は以下のとおり。ただし、提案に基づき変更の可能性がある。なお、本

業務では、令和７年度運用部分である留学生の特定（募集、広報、申請受付、審査）及び留

学先の調整までを実施するものとする。 

※来年度の事業者については、継続性を考慮して選定を行う予定。 

 

 ア 募集に係る事務 

  (ｱ) 募集要綱案の作成 

 対象となる生徒に提示する募集要綱の案を作成する。募集要綱案には、学年や英語技能等

応募に必要となる要件や計画スケジュールに準じた提出期日、提出書類に加え、パスポート

やビザ取得にかかる経費などの諸経費については本人負担とすることを記載すること。 

  (ｲ) 広報 

 対象となる生徒に提示するチラシの案を作成する。チラシは、本プログラムの概要をコン

パクトに記載した上で、留学への抵抗感（金銭面、安全面や英語によるコミュニケーション

への不安）を軽減する工夫を図ること。また、チラシには人権上等の配慮を要するため、委

託者の指示に基づき、２回程度の修正依頼に応じること。 

 

 イ 応募にかかる申請受付及び審査業務 

  (ｱ) 申請受付 

 本プログラムへの申請者からの申請受付事務を行うこと。応募は、対象となる生徒から受

け付ける。受付にあたっては、オンライン申請を原則とし、オンラインでの申請が可能な電

子フォームを整備すること。なお、申請書については、電子フォーム上に入力した内容が転

記されるよう、レイアウトの調整等をおこなうこと。なお、申請書の内容及び提出を求める

書類については、募集要綱等を参考に受託者が案を提示し、委託者と協議の上決定すること。

【参照（参考１：受付フォームイメージ）（参考２：申請時に求める提出書類）】 

電子フォームは 100 名を超えるアクセスが同時にある場合にも、交付決定者に求める書

類（実績報告書、経費支払いを証明する書類の写し、請求書等を想定。様式暗闘を含む詳細

は、受託者が提案し、詳細は委託者と協議の上決定する。）を受理が可能な耐久性を持つシ

ステムとすること。一人あたり 100MB相当のデータを提出することを想定する。  

また、電子フォームの運用ルールを委託者と協議した上で定め、遵守を徹底すること。電

子フォームの開設期間は、委託者と協議の上決定する応募受付期間とする。  

なお、紙による申請は委託者が受領するが、その場合は、委託者が受託者に提供する申請

書（複製）に基づき、受託者がデータ入力を行うこと。 
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（参考１：受付フォームイメージ） 

以下を参考とし、具体的に提案すること。 

①申請者ごとにアカウントを付与する。 

②フォーム内に必要事項を直接入力した内容が、申請書様式に転記される。 

③募集期間内であれば一時保存や修正ができる。 

④海外留学の計画に関する必要書類等は別途アップロードできる。 
 

（参考２：申請時に求める提出書類） 

 想定は以下のとおり。詳細は委託者との協議により決定する。 

①申請書（申請者情報、保護者情報、留学の目的、海外渡航歴等） 

②他の団体等から研修又は留学に係る奨学金等の給付を受けている場合は、それら給付さ

れる奨学金等の額及び給付時期が分かる書類の写し 

③学校から外国の高校等への留学が許可されていることを証明する書類の写し（申請時に

提出できない場合は、入手次第速やかに提出すること。） 

④留学に関する作文（様式を提供すること。A4用紙１枚に出力できる程度の文量とし、内

容は、留学の目的や意欲、留学体験を生かした今後のビジョン、帰国後にどのように自身の

留学経験を還元したいか、などを想定） 

  (ｲ) 申請内容の審査、マスターデータの作成 

 (ｱ)で申請を受けた書類を踏まえ、書類不備や不足がないか、申請内容に疑義がないか、

申請金額が助成対象経費であるか等を精査し、不備、疑義がある場合は、申請者に確認する

こと。また、マスターデータとして、申請者を一覧にまとめ、委託者に提供すること。一覧

データは原則 CSV形式で提供することとし、提供フォーマットは受託者が案を示し、委託者

と協議の上で決定する。 

  (ｳ) 問い合わせ対応 

 問い合わせフォームを作成し、土日祝日関わらず 24時間受信可能とすること。問い合わ

せに対する回答は、委託者の承認したＦＡＱ等を用いて回答を作成し、原則、翌営業日まで

に行うこと。問い合わせ対応期間は、委託者と協議の上決定するスケジュールに基づく、募

集要項の公開から応募締切までとする。 

 

 ウ 応募者の審査選考業務 

  (ｱ) 審査方法 

 申請者の選考は、原則、書類審査及び面接審査を想定する。横浜市のグローバル人材育成

の目的や、応募状況等※を踏まえ、具体の審査基準・方法・審査者等について、委託者に提

案し、協議の上で決定すること。  

※応募状況等  

留学人数に対する申請者数に合わせて審査基準を設け、方法等を決定すること。 
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  (ｲ) 審査 

(ｱ)で委託者と協議の上決定した審査方法で審査を実施すること。外部の有識者が審査者

となる場合、審査の依頼、審査に関する連絡調整、報酬の支払いは受託者が行うこと。なお、

面接審査にあたっては、審査にかかる運営も受託者が行うこと。実施場所は横浜市役所の会

議室を想定するため、会場費は本業務委託には含めない。審査時期は委託者と協議の上決定

するスケジュールに基づくものとする。 

  (ｳ) 記録 

審査の経過及び結果を記録し、報告書を作成し、委託者に提供すること。 

  (ｴ) 通知 

結果通知は委託者から行うが、応募者からの問い合わせの一次窓口は受託者が担当する。 

 

 エ 留学先調整業務  

 本プログラムの趣旨、助成額、留学決定者の経歴や希望等を勘案し、留学先の学校を選定・

決定する。留学先には日本語による現地のサポート体制を必須とし、留学生の安全・安心な

留学体験を重要視すること。 

 

 オ 留学前後のプログラム企画・運営業務 【留学前プログラム２回目以降の運用は本業

務対象外】 

 留学前、留学後のプログラム及び留学フォーラムについて委託者に提案し、協議の上実施

すること。 

  (ｱ) 留学前プログラム（３回） 

留学の準備及び留学への不安を軽減することを目的として実施。初回は、本事業における

候補者となった生徒が決定した直後を想定。プログラムの録画、配信などにより、後日、生

徒が再確認できるような策を講じること。 

【プログラムイメージ】 

・パスポートやビザの準備 

・訪問国を知る  

・ホームステイオリエンテーション  

・コミュニケーション基礎力を養成する  

・異文化理解  

・留学相談 

・注意事項の確認  

・英語ロールプレイ 

・留学の目標設定 

・探究プログラム（訪問都市との比較） 

・留学に関する有識者や、留学経験者が説明 
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  (ｲ) 留学後プログラム【運用は本業務対象外】 

留学フォーラムの準備及びそれを通した留学の振返りや価値付けを目的として実施。大

半の長期留学者が帰国する８月以降を想定。留学生が本プログラムを通じた自身の成長を

言語化できるよう支援すること。 

【プログラムイメージ】 

・フォーラム準備 

・留学の学びの振り返り  

・今後のキャリア検討  

・留学に関する有識者や、留学生が説明  

  (ｳ) 留学フォーラム【運用は本業務対象外】 

帰国後の留学生が経験を発信することにより、それを見聞きした児童生徒が「留学してみ

たい」と感じることを目的とする。８月以降を想定。会場の手配や司会、オンライン配信の

手配は委託者と協議の上受託者が行う。 

【プログラムイメージ】 

・留学前後の自身の変化 

・留学体験を踏まえた自身の今後 

・留学がキャリアに与える影響（大人とのパネルディスカッション） 

・留学を迷う後輩へのメッセージ 
 

カ 留学報告等の収集と掲載  

委託者の指示に基づき、修了報告書（報告内容や写真・動画等の広報利用許諾を含む。様

式案は受託者が案を提供し、委託者と協議の上決定する。）及び留学中の画像や動画等を留

学生から収集し、内容を一覧化するなど、まとめて提出すること。また、後年度、本プログ

ラムによる留学経験者としてイベントに登壇することを想定し、留学生と容易に連絡が取

ることができるよう、連絡網を整備し、提出すること。 

 

キ 契約期間終了時の業務の引継ぎ（データを含む。） 

 契約期間終了時、以下のとおり引継ぎを実施すること。 

(ｱ) 受託者は、今後の事業展開に必要となる引継ぎ内容について委託者と協議し、データ

を含む必要な引継ぎを行うこと。 

(ｲ) 留学前後のプログラム等で撮影した写真・動画コンテンツについては、データを委託

者に引き継ぐこと。 

(ｳ) 委託者が引継ぎ完了を確認した後、受託者はすみやかに蓄積されたデータの確実な消

去を行い、委託者に報告する。その際、事業者に発生する費用については、受託者の

負担とする。 

※本項は、次年度の受託者に本プログラムの円滑な運用を担保する趣旨であり、受託者が

従前から有する著作物の著作権やソースコードの譲渡を求めるものではない。受託者は、
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委託者と協議の上、可能な範囲で情報提供を行うこと。 
 

７ ウェブサイト運用・保守に係る一般事項 

 電子フォームの整備やデータ管理にあたり、該当する内容について、順守すること。状況

により調整を要する場合、事前に委託者と協議の上決定する。 

(1) ウェブサイト保守管理 

ア セキュリティ対策 

「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン」及び「Ｗｅｂアプリケーションの作成基

準」に準拠し、下記の要件を満たすものとする。疑義が生じた場合は、委託者と受託者間で

協議のうえで決定する。 

(ｱ) ウェブサイト全体の HTTPS化 

ウェブサーバ上で公開するウェブサイトの全てのページを、HTTPS 通信により暗号化

（SSL/TLS 暗号化）して配信すること。また、ウェブサーバは Qualys SSL Server Test に

おいて A 以上の判定となるよう構成すること。なお、SSL/TLS 暗号化にあたり発生する費

用についても、本業務の費用に含めること。 

(ｲ) ウイルス対策 

ウェブサーバ環境の OSやソフトウェア等については、常に最新バージョンを維持し、ウ

イルス感染やサーバへの攻撃等を防止すること。ウイルス対策ソフト導入や、その他同等と

考えられる対策がとられているサービスを利用することにより、定期的にウイルスのチェ

ックを行い、発見した場合は、委託者へ報告のうえ、速やかに駆除すること。 

(ｳ) 情報セキュリティを確保するための体制の確保 

脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を常に入手し、リスクの大きさに応じて緊急に対

応できる体制を確保すること。また、WAF（Web Application Firewall）や仮想パッチ等の、

脆弱性を利用した攻撃を防ぐ仕組みを導入すること。そのうえで、公開している情報システ

ム等に対し、脆弱性を利用した攻撃が実際に行われていることが判明した場合には、当該脆

弱性を持つソフトウェアを脆弱性のないバージョンに即時にアップデートするなど、迅速

な対応を行うこと。また、GDPR に適切に則り、その際プライバシーポリシーへの必要事項

の明記を行うこと。データのバックアップ体制や緊急連絡先を委託者へ知らせるとともに、

復旧までの時間について速やかに報告できる体制を整えること。 

(ｴ) 管理者の認証 

システムの管理・運用にあたっては、個人ごとにＩＤを発行し、それぞれに推測困難なパ

スワードを設定すること。必要に応じて、操作記録の採取を行う。アクセス元 IPアドレス

によるアクセス制限や多要素認証など、万が一ＩＤ・パスワードが漏えいしたとしても、直

ちに不正アクセスが生じ得ない対策を講じること。 
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(ｵ) 「安全なウェブサイトの作り方」セキュリティ実装チェックリスト 

受託者は、ウェブアプリケーションの開発にあたり、独立行政法人情報処理推進機構「安

全なウェブサイトの作り方」のセキュリティ実装チェックリストに掲載されている、脆弱性

への対策を可能な限り行うこと。 

※安全なウェブサイトの作り方 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html 
 

イ サーバ 

(ｱ) サーバ、サーバ証明書は現在使用しているものを原則使用することとし、契約期間

内のサーバ利用費用が生じる場合は業務の費用に含める。なお、現在使用しているサーバ情

報等については、以下のとおり。 

【稼働時間帯】 

・メンテナンスウィンドウは計画的に顧客システムオーナーと協議の上設定。 

【障害管理とインシデントエスカレーションポリシー】 

・インシデント発生時、AWS CloudWatch 及び CloudTrail からの異常通知に基づき、最長９

時間以内にトリアージ対応を開始。 

・重大障害（セキュリティ侵害、サービス停止等）については即時エスカレーションプロト

コルに従い解決策を策定。 

【予防保守および最適化タスク】 

・定期パッチ管理：オペレーティングシステム（OS）及びミドルウェアの CVE（Common 

Vulnerabilities and Exposures）に基づくアップデート。 

・キャパシティプランニング：リソース利用率及び Auto Scalingルールを再評価。 

【ログおよびコンプライアンスモニタリング】 

・監査ログ管理：AWS CloudTrail 及び VPCフローログを活用し、不審アクティビティを特

定。 

・イベント集約：ログインシデントやシステムコールの履歴をセキュリティ情報イベント管

理（SIEM）へ統合。 

【コスト分析と最適化提案】 

・リザーブドインスタンス管理：AWS Cost Explorer に基づき、予測されるワークロードに

対してリザーブドインスタンス及び Savings Plansを最適適用。 

・月次レポート：リソース利用状況及び費用分析レポートを作成し、顧客担当者と定期レビ

ューを実施。 

【セキュリティ対策】 

・AWS Security Hubや GuardDutyを使用し、胎弱性スキャンとコンプライアンスチェック

を実施。 

・アクセス制御リスト（ACL）及び IAMロールを定期的に見直し。 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html
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【スペック詳細】 

利用サービス AWSサーバー 

SSD 容量 28GiB 

OSの種類 Linux 

OS名 ubuntu 

回線速度 AWS で公表されているネットワークパフォーマンスでは「低〜中」と表示 

(ｲ) ホームページアドレスおよびドメインについては、以下を使用する。 

ホームページアドレス「https://global-edu.city.yokohama.lg.jp/」 

ドメイン「city.yokohama.lg.jp」 

(ｳ) 監視機能のある多機能プラグインの導入を行うなど、サーバ管理会社での検知だけ

でなく受託者側でもアクセス不具合が検知できる対策を行うこと。 
 

ウ アクセシビリティ 

・利用者の見やすさ、使いやすさを考慮したデザイン・レイアウトにするとともに、利用

者のUX の質を高めるよう工夫すること 。 

・総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、及びWAIC の「ウェブアクセ 

シビリティ方針策定ガイドライン」に基づき、アクセシビリティJIS 規格（JIS X 

8341-3:2016）のレベルAA に可能な限り準拠することとし、試験を行うこと。ウェ 

ブサイト閲覧者のアクセシビリティを高めるよう配慮すること。 

※みんなの公共サイト運用ガイドライン 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000439213.pdf 

※ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン 

http://waic.jp/docs/jis2010/accessibility-plan-guidelines/201308/index.html 

 

エ テストページ 

コンテンツ更新時などサイト公開前に委託者が事前確認するためのテストサイトを受託

者にて設置すること。 

 

オ その他 

(ｱ) アクセス数、利用しているブラウザの種類、アクセス日時、アクセス元の地域等の

解析ができること。 

(ｲ) サーバ環境を構築する場合、本ウェブサーバの構成要素を一覧化して提出すること。

なお、公開画面と管理画面を別のサーバで管理する場合、それぞれについて提出すること。 

(ｳ) 委託者等による更新作業は想定していない。 
 
 
 
 
 
 

http://waic.jp/docs/jis2010/accessibility-plan-guidelines/201308/index.html
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８ 法令等の順守 

本業務の受託者は、本業務の遂行にあたって、以下に掲げる法令等を遵守すること。 

(1) 国等で定められた法令等 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11年法律第 128号) 

・文部科学省学習指導要領 
 

(2) 横浜市が定める法令等 

・委託契約約款 

・個人情報の保護に関する条例 

・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

・個人情報取扱特記事項 

・横浜市教育委員会情報セキュリティ管理規程 

 

(3) 著作権の処理 

ア 本件委託にかかる著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は委託者に

帰属し、受託者は著作者人格権の行使をしないこと。 

イ 制作等にあたり、第三者の著作権等の権利に抵触した場合は、受託者の責任と費用を

もって適正に処理すること。 

ウ 本件に使用する映像、写真、原稿、イラスト等については、事前の受託者からの承諾

なしに、委託者の別の事業の中で使用することがある。 

エ その他著作権等で疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

(4) その他 

・本資料 

・本業務における受託者の提案資料 

（ただし、委託者と協議の上、変更することができる。） 
 

９ 納入成果物・提出期限 

本業務に関するもののうち、特に次に定める業務に関する履行期限は以下のとおりとす

る。 

※納品物は電子ファイル（PDF 形式または MS-Office 形式のファイルで納入する。（異な

る内容で納入する場合は、委託者と受託者間で協議するものとする。） 
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納入成果物 提出期限 

・作業実施計画書（現場責任者も明記すること） 

・スケジュール表（工程表） 

・各様式案 

契約締結後、原則１か月以内 

・本業務及び本プログラムの業務計画書案 

・本業務全体の参考見積書 

契約締結後、原則３か月以内 

・応募者マスターデータ 応募締め切り翌営業日 

（委託者の求めに応じて、暫 

定版は随時提供すること） 

・留学生審査経過及び結果報告 審査締め切り翌営業日 

（委託者の求めに応じて、暫 

定版は随時提供すること） 

【最終報告（令和８年３月中に報告）】 

・年度内運用報告 

・コンテンツデータ一式（デザインデータ、仕様書な

どのドキュメントデータも含む） 

・業務完了報告書 

令和８年３月 31 日（火） 

 

10 その他 

(1) 本委託業務の実施に際しては、委託者の趣旨を理解の上、十分な意思疎通が図れるよ

う定期的に協議を行って業務を進めていくこと。適宜委託者所在地や WEB 会議等で打合せ

の場を設け、進捗状況が確認できるような機会を設定すること。 

(2) 委託期間中の業務経過全般を把握する全体責任者を置き、委託者と連絡調整を行うこ

と。 

(3) システムの開発や利用を行う際は、情報セキュリティ対策の観点から、横浜市と協議

しながら十分にセキュリティの確保に留意すること。 

(4) 本仕様書に定めのない事項を履行する場合、詳細及び内容に疑義を生じた場合、並び

に業務上重要な事項を履行する場合については、予め委託者と協議し、その指示または承認

を受けること。 

(5) 本委託業務実施上知り得た情報について、公にされている事項を除き、将来にわたり、

本委託業務以外で自ら利用し、他に漏らさないこと。ただし、委託者の承諾を書面により得

た場合を除く。 

(6) 本資料に定める事項に疑義が生じた場合、または本資料に定めのない事項については、

必要に応じて受託者と委託者との間で協議の上、定めるものとする。 


